
 

 

仕 様 書  

  

  

１ 件    名  令和 7 年度 レーザーアブレーション制御部アップグレード作業 

 

２ 業務契約期間  契約締結日～令和 8 年 3 月 31 日 

 

３ 業務実施場所   国立研究開発法人国立環境研究所において行うものとする。 

 

４ 目    的 

  環境省事業「子どもの健康と環境に関する全国調査（以下「エコチル調査」という。）」が平成 22 年

度より開始され、国立研究開発法人国立環境研究所（以下「NIES」という。）は、研究の中心機関（エコ

チル調査コアセンター）としての業務を担っている。エコチル調査は、全国で 10 万人の妊娠中の母親を

リクルートし、生まれてくる子どもを 13 歳になるまで追跡する出生コホート調査である。 

本作業は、エコチル調査において参加者から収集した乳歯を分析するレーザーアブレーション装置 3

台の制御部の更新を目的とするものである。 

 

５ 業 務 内 容       
  請負者は、本業務の遂行に当たり、NIES 担当者と十分な打合せを行い、以下の業務を実施することと

する。 

 

(1)  更新作業  

(ア )  NIES が 所 有 す る レ ー ザ ー ア ブ レ ー シ ョ ン 装 置 3 台（ 全 て ESL 社 製 NWR193） の シ

ス テ ム の 制 御 部 を そ れ ぞ れ Windows11 に 更 新 し 、 使 用 で き る よ う に す る こ と 。  

(イ )  既 設 レ ー ザ ー ア ブ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム に 搭 載 さ れ て い る Windows10 よ り デ ー タ の

バ ッ ク ア ッ プ を 行 い 、ア ッ プ グ レ ー ド 作 業 後 の Windows11 に 対 し 、設 定 フ ァ イ ル 等 を

リ ス ト ア ッ プ す る こ と 。  

(ウ )  各 種 測 定 条 件 に つ い て 設 定 を 行 い 、レ ー ザ ー ア ブ レ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア で こ れ

ま で と 同 様 の 動 作 や 設 定 を し 、 問 題 な い こ と を 確 認 し 、 報 告 す る こ と 。  

 

 (2)据付・設置等 

(ア) 本装置の据付、接続、動作に関する付属品全てを本調達に含め、NIES 担当者の指示に従い据

付・設置作業を行うこと。 

 

８ 成果物の提出 

請負者は、業務契約期間終了時までに以下の成果物を NIES 担当者へ提出するものとする。 

   (1)業務結果報告書   1 部 

 

  報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12

年法律第 100 号）第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以

下「基本方針」という。）の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 

  ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES 担当者の了解を得た場合に限り、

代替品による納品を認める。 

なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表

示すること。 

 

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます 

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にした

がい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。 

 

なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は NIES 担当者と協議の上、基本方針（https://www.env. 

go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html）を参考に適切な表示を行うこと。 

 

9 情報セキュリティの確保 

    請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティ

を確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セ

キュリティポリシーは以下 URL において公開している。 

http://www.env/


(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf) 

(1)  請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事

故時における緊急時の連絡体制について、NIES 担当者に書面で提出すること。また、変更があった

場合には、速やかに報告すること。 

(2)  請負者は、NIES から提供された情報について目的外の利用を禁止する。 

(3)  請負者は、NIES から要機密情報を提供された場合には、機密保持義務を負うこととし、当該情報の

機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。 

(4)  請負者は、NIES から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却

し又は廃棄し、文書にて報告すること。 

(5)  請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされ

るとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて

NIES の行う情報セキュリティ監査を受け入れること。また、速やかに是正処置を実施すること。 

(6)  業務に用いる電算機（パソコン等）は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、

施錠等の適切な盗難防止の措置を講じること。また、不正プログラム対策ソフトが導入されており、

利用ソフトウェアやその脆弱性等、適切に管理された電算機を利用すること。 

(7)  再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも以上と同様の制限を課して契約する

こと。 

(8)  請 負 者 は 、 NIES が 意 図 し な い 変 更 が 加 え ら れ な い た め の 管 理 体 制 を 構 築 す る こ と 。 ま た 、

管 理 体 制 を 確 認 す る た め 、以 下 の 情 報 を 提 供 す る こ と 。（ 再 委 託 が あ る 場 合 、再 委 託 先 含

む ）  

・  請 負 者 の 資 本 関 係  

・  請 負 者 の 役 員 等 の 情 報  

・  請 負 業 務 従 事 者 の 所 属 、 専 門 性 （ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 関 連 資 格 ・ 研 修 実 績 等 ） 、 実 績 、

国 籍 に 関 す る 情 報 提 供  

・  請 負 業 務 の 実 施 場 所  

 

10 検    査 

  本業務終了後、NIES 担当者立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。 

 

11 協 議 事 項       
  本業務に関し疑義等を生じたときは、速やかに NIES 担当者と協議の上、その指示に従うものとする。 

 

12 そ の 他 

  請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グ

リーン購入法）を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動

車を利用するよう努めるものとする。 


